


日野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営関すࡿ基準を定めࡿ条例の 

改正が必要࡞理由と概要 

 

㻝 背景及び趣旨 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営䛻関す䜛基準の一部を改正す䜛省令䠄ᖹ成㻟㻜

ᖺ厚生労働省令第㻠6号䠅の公布䛻䜘䜚改正䛜必要と䛺った。 

 

2 改正内容 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営関すࡿ基準の一部を改正すࡿ省令の公

布よࡾ、放課後児童支援員の要件が拡大したことよࡿ改正㸦第 9 条㸧 

 

㻟  附則規定 

  公布の日䛛䜙施行す䜛。 
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    日野町放課ᚋ児童健全育成事業ࡢ設備及び運営関ࡿࡍ基準を定ࡿࡵ条例ࡢ一部を改正ࡿࡍ条例 

 

日野町放課ᚋ児童健全育成事業ࡢ設備及び運営関ࡿࡍ基準を定ࡿࡵ条例。ᖹ成26ᖺ日野町条例第27号)ࡢ一部を次ࡼࡢう改正ࠋࡿࡍ 

 

改正ᚋ 改正前 

 

。職員) 

 

。職員) 

第9条 略 第9条 略 

2 略 2 略 

3 放課ᚋ児童支援員ࠊࡣ次ࡢ各号ࡢいࢀࡎ該当ࡿࡍ者࡛あっ࡚ࠊ

都道府県知事ࡀ行う研修を修了した࡞࡛ࡢࡶけ࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࠋ 

3 放課ᚋ児童支援員ࠊࡣ次ࡢ各号ࡢいࢀࡎ該当ࡿࡍ者࡛あっ࡚ࠊ

都道府県知事ࡀ行う研修を修了した࡞࡛ࡢࡶけ࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࠋ 

。1)～。3) 略 。1)～。3) 略 

。4) 教育職員免許法。昭和24ᖺ法ᚊ第147号)第4条規定ࡿࡍ免許

状を有ࡿࡍ者 

。4) 学校教育法ࡢ規定ࠊࡾࡼ幼稚園ࠊ小学校ࠊ中学校ࠊ高等学

校又ࡣ中等教育学校ࡢ教諭ࡿ࡞資格を有ࡿࡍ者 

。5)～。9) 略 。5)～。9) 略 

。10) 5ᖺ以上放課ᚋ児童健全育成事業従事した者࡛あっ࡚ࠊ町

長ࡀ適当認ࡵたࡢࡶ 

 

4及び5 略 

 

4及び5 略 

      附  則 

  こࡢ条例ࠊࡣ公布ࡢ日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 


